
令和3年度

◇ICT「Information and Communication Technology(情報通信技術)」を
活用した指導者派遣事業とは？

タブレットやスマートフォンを活用し、専門コーチ(知識や経験が
豊富な元プロスポーツ選手やアスリート等)から動画添削による
フォーム指導や練習メニューの提案等の遠隔指導が受けられます。
修正点や改善点が一目瞭然、ポイントの理解が深まります。

◇事業概要

①指導期間は2ヶ月間（１ヶ月間も可）
②10回程度の指導(10人×1回、5人×2回等の組合せが可能)
③講師はスマートコーチ契約コーチから決定
④お手持ちのスマートフォン、タブレットが利用できます。
タブレットはスマートコーチよりレンタルもできます（1クラブ1台）。

※スマートコーチとは…
元プロスポーツ選手やアスリート等経験や知識が豊富な専門コーチから遠隔指導が受けられるサービスのことです。

◇対象団体

◇種目

都内地域スポーツクラブ

テニス ソフトテニス バドミントン バスケットボール

卓 球 野 球(中学生以下) 陸 上 競 技 バレーボール

※日程等の条件によってはお受けできない場合があります。

◇ICTを活用した事業のイメージ

クラブ
会員

クラブ
指導者

専門
コーチ

③動画
チェック指導

①動画撮影

④指導

②動画送付
＆相談

クラブの指導者を通じて専門のコーチがクラブ会員への指導を行います。



令和3年度 東京都広域ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ICTを活用した『指導者派遣事業』の流れ

：対象団体（地域スポーツクラブ等）が実施

：東京都広域スポーツセンターが実施

申 請

「東京都広域スポーツセンターICTを活用した『指導者派遣事業』申請書」
に必要事項を記入のうえ、当センター宛に御提出ください。
（申請書はサポートネットからダウンロードできます）

申請内容について、必要に応じて当センターが電話等により聞き取りを
行います。
移動機（タブレット）の貸出を希望の場合は、申請書の所定の項目にご記入
ください。

審査・実施の可否
決定・指導者選任

指導者の選定について、審査のうえ可否を決定し、対象団体宛に文書に
より通知します。

事業打合せ

※機材の取り扱い等に関する質問対応等
（スマートコーチ お問合せ窓口 info@smartcoach.jp）

対象団体と指導者との間で、事業実施に向けた打ち合わせを行います。

事業実施 対象団体と講師間で遠隔指導を行います。（ライブ指導ではありません。）

終了報告 事業終了後、速やかに「東京都広域スポーツセンターICTを活用した『指導
者派遣事業』終了報告書」を作成し、当センター宛に送付してください。
※終了報告書提出期限：事業終了後14日以内

謝礼金支払 提出された終了報告書を確認後、当センターが指導者に謝礼金を支払います。

【お申込み・お問い合わせ先】
東京都広域スポーツセンター
（公益財団法人東京都スポーツ文化事業団内）
〒151-0051

東京都渋谷区千駄ヶ谷1-7-8 千駄ヶ谷小澤ビル２階
TEL 03-6380-410６
Email info@kouiki-sports-tokyo.jp

※対象事業期限：令和４年３月15日までに完了する事業
※申請書提出期限：事業実施日２ヵ月前まで
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